秘　密　保　持　契　約　書

　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）と、株式会社○○（以下「乙」という。）は、【開示目的を挿入：例 不動産売買／仲介案件の検討、業務提携の検討（以下「開示目的」という。）のために末尾記載の物件について相互に開示又は提供される秘密情報の保持を目的として以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（秘密情報）

第１条　本契約において「秘密情報」とは、本契約の一方の当事者（以下「情報開示者」という。）が他方の当事者（以下「情報受領者」という。）に秘密である旨を明示又は告知して開示する技術情報、営業情報、及びその他一切の情報（以下「秘密情報」という。）を意味するものとする。但し、以下の各号に定める情報は、秘密情報に含まれないものとする。

（１）第三者に対する開示について事前に書面による情報開示者の承諾を得た情報。

（２）開示を受けた時、既に公知の情報。

（３）開示を受けた後、情報受領者の責めによらず公知となった情報。

（４）開示を受けた時、既に情報受領者が適法に占有していた情報。

（５）本契約締結後、秘密保持義務を負うことなく第三者から入手した情報。

（秘密保持）

第２条　情報受領者は、秘密情報が情報開示者の重要な営業上の秘密であり、万が一秘密情報が漏洩した場合には、情報開示者に回復不可能な損害が発生することを認識し、理解したものとする。

２．情報受領者は、秘密情報について厳にその秘密を保持し、第三者に開示又は漏洩しないものとする。

３．情報受領者は、秘密情報を事前に情報開示者の書面による承認を得ることなく、開示目的のために知る必要のある役員、従業員、弁護士、会計士その他法律上秘密保持義務を負う専門家以外の第三者に開示・漏洩・公表しないものとする。捜索、差押等法律上の強制力を伴う手段に基づく開示であって、開示に先立つ報告が行えなかった場合には、情報受領者は開示後すみやかに情報開示者に報告するものとする。

４．情報受領者は、秘密情報の不正使用、不正開示又は漏洩を防止するため、自己の秘密情報を管理するのと同等の注意義務をもって秘密情報を管理しなければならないものとする。

５．秘密情報に関する複製物及び二次的資料についても前項と同様とする。

（利用目的）

第３条　情報受領者は、秘密情報が、開示目的のためにのみ開示されていることを認識し、理解したものとする。

２．情報受領者は、秘密情報を開示目的のためにのみ使用するものとし、その他如何なる目的のためにも使用してはならない。

（秘密情報の返還及び廃棄）

第４条　情報受領者は、情報開示者が要求した場合、または有効期間が満了した場合は、直ちに秘密情報が記録されたすべての媒体を情報開示者に返還する。

２．情報開示者は前項の返還に代えて、情報受領者の責任において秘密情報等を廃棄するよう請求することができる。

３．情報受領者のコンピューターのハードディスク等に記録されている秘密情報等、情報受領者が情報開示者に引き渡すことが困難な情報や、情報受領者やその従業者が業務遂行に際して作成した秘密情報を含むメモ・ノート・手控え等については、情報開示者の承諾を得てかかる情報を廃棄することにより、第１項の返還に代えることができる。

（外部委託）

第５条　情報受領者は情報開示者から書面によって明示的に許諾を得た場合以外には、いかなる理由のためであっても、開示目的の履行を第三者に委託してはならない。

２．情報受領者は前項による情報開示者の許諾を得た場合であっても、本契約上の義務を免れることはない。また情報受領者は、書面により、再委託先に少なくとも本契約に規定するのと同等の義務を負わせなければならない。

（事故報告）

第６条　情報受領者が秘密情報を漏洩し、又は開示目的を超え、若しくは開示目的と異なる目的で秘密情報を加工、利用、複写、複製等をした場合（以下「漏洩等」という。）には、直ちに、その旨を情報開示者に報告しなければならない。

２．漏洩等の場合、情報受領者は情報開示者が合理的理由に基づき要求するすべての事項について直ちに調査を行い情報開示者に報告しなければならない。また、情報開示者の指示に従い、漏洩を防止し、開示目的以外での利用を停止する措置をとらなければならない。

（損害賠償）

第７条　情報受領者は、漏洩等その他本契約のいずれかの条項に違反したことにより情報開示者に生じた損害（合理的な弁護士費用も含む。）を賠償しなければならない。

（契約期間）

第８条　本契約の有効期間は、平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日までとする。

２．有効期間が満了する前に、開示目的が達成した場合、もしくは不達成が決定した場合は、これらが決定した日をもって有効期間は終了するものとします。

３．有効期間満了後も、事故報告、損害賠償、準拠法、裁判管轄に関する条項は引き続き有効とする。

（準拠法・裁判管轄）

第９条　本契約は、日本法を準拠法とし、同法に従い解釈されるものとする。又、本契約に関し訴訟の必要が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（協議事項）

第10条　本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙双方で誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。

本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名(署名)押印の上、各１通を保有する。

平成　　年　　月　　日締結
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